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国
土
交
通
省
の
「
建
築
確
認
手
続
き
等
の
運
用
改
善
（
第
二
弾
）
及
び
規
制
改
革
等
の
要
請
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
解
説

（
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
版
）
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。 

 

「
太
陽
光
発
電
設
備
は
、
電
気
事
業
法
に
お
い
て
「
電
気
工
作
物
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
技
術
基
準
の
適
合
義
務
、
基
準

不
適
合
の
場
合
の
基
準
適
合
命
令
等
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
高
さ
が
四
ｍ
を
超
え
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
準
用
工
作
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
電
気
事
業
法
の
規
制
に
加
え
て
、
建
築
基

準
法
上
の
建
築
確
認
等
が
必
要
と
な
り
、
設
置
手
続
き
等
に
時
間
を
要
す
る
と
の
声
が
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
、
そ
の
設
置
の
円
滑
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
電
気
事
業
法
に
よ
り
十
分
な
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
太
陽
光
発
電
設

備
な
ど
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
の
規
制
と
同
等
の
規
制
を
受
け
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
に
つ
い
て
、
同
法
が
適
用
さ
れ
る
工
作
物
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

な
お
、
土
地
に
自
立
し
て
設
置
す
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
う
ち
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
以
外
人
が
架
台
下
に
立
ち
入
ら
ず
、
架
台

下
の
空
間
を
物
品
の
保
管
等
の
屋
内
的
用
途
に
供
し
な
い
も
の
は
建
築
物
に
該
当
し
な
い
旨
を
併
せ
て
周
知
す
る
。
」 

 

す
な
わ
ち
、
設
置
を
促
進
（
円
滑
化
）
す
る
た
め
、
建
築
基
準
法
の
適
用
か
ら
あ
え
て
太
陽
光
発
電
所
を
除
外
し
た
経
緯
が



 

２ 

 

明
ら
か
で
あ
る
。
太
陽
光
発
電
施
設
は
、
そ
の
形
状
か
ら
他
の
工
作
物
よ
り
風
を
受
け
や
す
く
、
崩
壊
の
危
険
度
が
高
い
と
見

る
べ
き
と
こ
ろ
、
逆
に
規
制
を
緩
め
た
た
め
、
事
故
の
多
発
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

そ
も
そ
も
発
電
量
の
不
安
定
な
変
動
電
源
で
あ
る
た
め
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
を
必
須
と
し
、
非
効
率
で
あ
る
上
、
自
然
環

境
を
壊
す
な
ど
太
陽
光
発
電
施
設
に
は
問
題
が
多
い
が
、
前
記
通
達
の
結
果
、
建
築
確
認
を
受
け
な
い
太
陽
光
発
電
所
が
乱
立

し
、
「
迷
惑
施
設
化
」
し
て
い
る
現
状
に
照
ら
せ
ば
、
少
な
く
と
も
通
達
を
見
直
し
、
建
築
確
認
を
厳
格
化
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


